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栃木県後期高齢者医療広域連合規約 

 

平 成 19 年 １ 月 ２ ９ 日 

栃木県指令市町村第 864号 

 

 

（広域連合の名称） 

第１条 この広域連合は、栃木県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）と

いう。 

（広域連合を組織する地方公共団体） 

第２条 広域連合は、栃木県内の全市町（以下「構成市町」という。）をもって組織する。 

（広域連合の区域） 

第３条 広域連合の区域は、栃木県の区域とする。 

（広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下

「高齢者医療確保法」という。）に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げ

る事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第１に定める事務については、構

成市町において行う。 

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務 

(2) 医療給付に関する事務 

(3) 保険料の賦課に関する事務 

(4) 保健事業に関する事務 

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４

条第３項の広域計画をいう。以下同じ。）には、次の項目について記載するものとする。 

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町が行う事務に関する

こと。 

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。 

（広域連合の事務所の位置） 

第６条 広域連合の事務所は、宇都宮市内に置く。 
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（広域連合の議会の組織） 

第７条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の定数は、３３人とする。 

２ 広域連合議員は、構成市町の長又は議員により組織する。 

（広域連合議員の選挙の方法） 

第８条 広域連合議員は、構成市町の長又は議員のうちから、各構成市町の議会において、

別表第２に掲げる人数を選挙する。 

２ 構成市町の議会における選挙については、地方自治法第１１８条の例による。 

（広域連合議員の任期等） 

第９条 広域連合議員の任期は、当該構成市町の長又は議員としての任期による。 

２ 広域連合議員が構成市町の長又は議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 

３ 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条

の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。 

（広域連合の議会の議長及び副議長） 

第１０条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しなけ

ればならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。 

（広域連合長等） 

第１１条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長及び会計管理者（以下「広域連合長等」

という。）を置く。 

２ 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。 

（広域連合長等の選任等の方法） 

第１２条 広域連合長は、構成市町の長のうちから、構成市町の長が投票によりこれを選

挙する。 

２ 前項の選挙は、第１５条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。 

３ 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。 

４ 副広域連合長は、構成市町の長のうちから、広域連合長が広域連合の議会の同意を得

てこれを選任する。 

５ 会計管理者は、構成市町の会計管理者のうちから、広域連合長が任命する。 

（広域連合長等の任期等） 

第１３条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、構成市町の長としての任期による。 
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２ 会計管理者は、当該構成市町の会計管理者でなくなったときは、同時にその職を失う。 

（補助職員） 

第１４条 第１１条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。 

（選挙管理委員会） 

第１５条 広域連合に選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、構成市町の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関

し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 

（監査委員） 

第１６条 広域連合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共

団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（次項に

おいて「識見を有する者」という。）及び広域連合議員のうちから、それぞれ１人を選任

する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては４年とし、

広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、

後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

（広域連合の経費の支弁の方法） 

第１７条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

(1) 構成市町の負担金 

(2) 事業収入 

(3) 国及び県の支出金 

(4) その他 

２ 前項第 1号に規定する構成市町の負担金の額は、別表第３により、広域連合の予算に

おいて定めるものとする。 

（補則） 

第１８条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成１９年２月１日から施行する。ただし、第１１条から第１３条までの規

定中会計管理者に関する部分については、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２０年３月３１日までの間は、第４条に規定する事務の準備行為を行うものとする。 

３ 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙においては、第１２条第２項の規定にかかわ

らず、宇都宮市内において行うものとする。 

４ 広域連合に係る会計事務については、平成１９年３月３１日までの間は、広域連合長が兼

掌する。 

５ 平成１９年３月３１日までの間は、第１４条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」

と読み替えるものとする。 

６ 平成１９年度及び平成２０年度の構成市町の負担金については、別表第３中「高齢者医療

確保法に基づく後期高齢者医療の被保険者割」とあるのは、「老人保健法に基づく老人医療

受給対象者割」と読み替えて適用するものとする。 

附 則 

 この規約は、平成１９年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２１年３月２３日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２２年３月２９日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２３年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２６年４月５日から施行する。 

附 則 

 この規約は、地方自治法第２９１条の３第１項の規定による栃木県知事の許可のあった日か

ら施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

○被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

○被保険者証及び資格証明書の引渡し 

○被保険者証及び資格証明書の返還の受付 

○医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 

○保険料に関する申請の受付 

○上記事務に付随する事務 

 

別表第２（第８条関係） 

市 町 名 人 数 

宇都宮市 ３人 

足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 那須塩原市 各２人 

日光市 真岡市 大田原市 矢板市 さくら市 那須烏山市 

下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 

野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 

各１人 

 

別表第３（第１７条関係） 

○共通経費 

負担割合 

均等割                        １０％ 

高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療の被保険者割  ４０％ 

人口割                        ５０％ 

○医療給付に要する経費 

高齢者医療確保法第９８条に定める市町の一般会計において負担すべき額 

○保険料その他の納付金 

高齢者医療確保法第１０５条に定める市町が納付すべき額 

市町が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額 

○保健事業に要する経費 

 高齢者医療確保法第１２５条の規定に基づき実施する保健事業において、市町と広域連合が

国の補助基準、市町における事業実績等を勘案して定める額に健康診査を受診した者の数を乗

じて得た額 
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栃木県後期高齢者医療広域連合広域計画 

 

第１章 広域計画の概要 
 

１ 広域計画の趣旨 

   栃木県後期高齢者医療広域連合広域計画（以下「広域計画」という。）は、後期高齢

者医療制度の運営主体である栃木県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」とい

う。）が行う事務を総合的かつ計画的に行うため、広域連合及び広域連合を組織する栃

木県内全市町（以下「構成市町」という。）が相互に役割を分担し、連絡調整を図りな

がら処理する事項等について定めるものです。 

 

２ 広域計画の項目 

   広域計画では、栃木県後期高齢者医療広域連合規約第５条の規定に基づき、次の項

目について記載します。 

  （１）後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町が行う事務に関す

ること。 

  （２）広域計画の期間及び改定に関すること。 

 

３ 広域計画の構成 

   広域計画は、基本方針及び基本計画から構成されています。 

   基本方針とは、広域連合の行政運営の基本となるものです。 

   基本計画とは、基本方針を受け、栃木県後期高齢者医療広域連合規約第５条に規定

されている項目について、具体的な計画を示すものです。 

 

４ 広域計画の期間及び改定 

   広域計画の期間は、平成３０（２０１８）年度から令和５（２０２３）年度までの

６年間とします。 

   ただし、社会情勢の変化等により見直しの必要があるときは、議会の議決を経て、

随時改定を行います。 
 
５ 広域計画に基づく運営方針の作成 

   広域計画に基づき、毎年度当初に、広域連合が当該年度に取り組むべき事項につい

て、栃木県後期高齢者医療広域連合運営方針を作成します。 
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第２章 基本方針 
 

 広域連合は、構成市町と連絡調整を図り、被保険者の意向や利便性に十分配慮しながら、

広域連合のスケールメリットを活かすことで、健全かつ円滑な行政運営を進めていきます。 

 

１ 効率的・効果的な事業運営 

   広域連合と構成市町との事務分担及び密接な連携のもとに、随時事務処理を見直し、

効果的・効率的な事業運営を進めます。 

   また、構成市町からの計画的な職員派遣によって、安定した事務執行体制を確保し、

法令に基づく適切な事務処理を行っていきます。 

 

２ 医療費適正化の推進と保健事業の実施 

後期高齢者が必要な医療サービスを受けられるよう適切な制度の周知を行うととも

に、引き続き医療費の伸びが予想される中で、医療費適正化の取組を推進します。 

また、被保険者の健康の保持増進を図るため、効果的・効率的な保健事業に取り組

むとともに、高齢者の心身の多様な課題に対し、きめ細かな支援を実施するため、構

成市町との連携の下に、高齢者の保健事業と国民健康保険保健事業及び介護保険制度

の地域支援事業（以下「介護予防等」という。）の一体的な実施に取り組みます。 
 

３ 財政の安定化 

   医療給付に必要な費用を的確に見込み、被保険者の負担に配慮しながら適切な保険

料率を設定するなど、必要な財源の確保に努め、安定的な財政運営を行います。 

   特に、保険料の確保については、構成市町と連携し、引き続き収納対策に取り組み

ます。 
 
第３章 基本計画 
 

後期高齢者医療制度の健全かつ円滑な運営を図るため、広域連合が行う事務と構成市町

が行う事務を次のとおりとし、それぞれが密接に連携することで、効率的に事務を進めて

いきます。 
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１ 広域連合が行う事務 

（１）被保険者の資格の管理に関する事務 

    被保険者台帳等により被保険者資格情報を管理し、被保険者資格の認定（取得及

び喪失の確認、６５歳以上７５歳未満で一定の障がいのある方に対する被保険者認

定）、被保険者証及び資格証明書の交付決定等を行います。 

（２）医療給付に関する事務 

次に掲げる後期高齢者医療給付の審査及び支払を行います。 

   ア 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給 

   イ 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 

   ウ 葬祭費の支給 

（３）保険料の賦課に関する事務 

構成市町から提供を受けた課税情報等をもとに、保険料率の決定、保険料の賦課

決定並びに保険料の減免及び徴収猶予の決定を行います。 

（４）医療費適正化に関する事務 

レセプト点検等の審査事務、第三者行為求償事務を行うとともに、医療費通知、

ジェネリック医薬品の使用促進等の取組を行います。 

（５）保健事業に関する事務 

栃木県後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画（以下「保健事業実施計画」と

いう。）に基づき、構成市町と緊密に連携して保健事業を行います。 

また、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施について、次に掲げる事務

を行います。 

   ア 構成市町へ高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施の委託 

   イ 県内の健康課題の把握及び構成市町への情報提供 

   ウ 構成市町の事業の実施や評価を支援するための研修会の開催等 

   エ 栃木県、栃木県国民健康保険団体連合会及び関係団体等との調整及び連携 

 

（６）その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

構成市町と緊密に連携し、後期高齢者医療制度に関する広報、相談・問合せの対

応等を行います。 
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    また、後期高齢者医療広域連合電算処理システム等により、構成市町と情報の共

有化を図るとともに、特定個人情報の適切な管理を行います。 

 

２ 構成市町が行う事務 

（１）保険料の徴収に関する事務 

    後期高齢者医療制度に係る保険料の徴収及び滞納整理を行います。 

（２）医療費適正化に関する事務 

第三者行為による傷病届の受付を行うとともに、広域連合が行うジェネリック医

薬品の使用促進等の取組について、広域連合と連携して取り組みます。 

（３）保健事業に関する事務 

保健事業実施計画に基づき、広域連合と緊密に連携して保健事業を行います。 

また、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施について、広域連合からの

委託を受けて、次に掲げる事務を行います。 

   ア 介護予防等との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針の策定 

   イ 健康課題の分析及び事業の企画・調整等 

   ウ 高齢者に対する支援の実施 

   エ 地域医療関係団体等及びかかりつけ医等との連携 

   オ 事業の評価及び報告 

（４）被保険者の利便性に配慮した事務 

ア 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

   イ 被保険者証及び資格証明書の引渡し 

   ウ 被保険者証及び資格証明書の返還の受付 

   エ 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 

   オ 保険料に関する申請の受付 

   カ 上記事務に付随する事務 
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    電話番号  028-627-6805 
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栃 木 県 庁  

総 合 文 化  
セ ン タ ー  

県 庁 前 通 り  

      本 町 交 差 点    大 通 り  

県 庁 前 バ ス 停  

県 庁 前 バ ス 停  至  
宇  
都  
宮  
市  
役  
所  
↓  

至 Ｊ Ｒ 宇 都 宮 駅 →  

東 武  
宇 都 宮 駅  

日  
光  
街  
道  

 栃 木 県 後 期 高 齢 者 医 療  
 広 域 連 合 事 務 局  
(栃 木 県 本 町 合 同 ビ ル ２ 階 ) 

北  

南  

東  西  

栃  木  県  
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